
第 28 条 財団は、評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約（てん補限

度額が年間 5,000 万円以上であるもの及び地震その他の自然変象によって明らかとなっ

た瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。）を締結するものとする。 

 

 

 

別表 評価料金一覧表（第 12 条関係） 

 

（税込、単位：円） 

床面積の合計 料金 

200 ㎡以下 44,000 

200 ㎡を超え 500 ㎡以下 55,000 

500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下 66,000 

1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 77,000 

2,000 ㎡を超え 別途見積もり 

※ 変更申請料金は、上記の表の料金に 0.5 を乗じた額とする。 

※ 木造以外の構造を併用する場合は、22,000 円を加算する。 

※ 評価書の再交付については、再交付を行う書類一通につき、5,500 円（税込）とする。

ただし、やむを得ない事由により、記載事項を修正して再交付を行う場合においては、

書類一通につき 11,000 円（税込）とする。 

 




